
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

労働者は、病気にかかると、社会生活上重要な「仕事」のことが気になるものです。産業保健スタッフは、

「両立支援」についてさまざまな疑問がでてきます。両立支援についてのご相談に、医師・看護師・ＭＳＷ

（医療ソーシャルワーカー）・社会保険労務士等の相談員・促進員がお応えします。 

 

 

ご相談は（電話・来所相談）予約制となっています 

まずは、兵庫産業保健総合支援センターまでお電話かＦＡＸにてお申込下さい 

☎ ０７８（２３０）０２８３ 

※相談日時等につきましては、センターからご連絡致します。 

相談場所：関西労災病院 がん相談支援センター内（尼崎市稲葉荘 3-1-69） 

     神戸労災病院 治療と仕事の両立支援相談室内（神戸市中央区籠池通 4-1-23） 

     兵庫県立がんセンター がん相談支援センター内（明石市北王子町 13-70） 

相談対象者：事業主・産業保健スタッフ（産業医、看護職、人事労務担当者等）がん等の患者（労働者） 

事業主・産業保健スタッフ（産業医・看護職・人事労務担当者等）及びがん等患者（労働者）の方へ 

病気休業者が発生した場合、 

どう対応したらよいのかしら？  

 
両立支援の進め方について何 

からはじめたらよいのかしら？ 

 

両立支援のためのガイドライン 

ってどんなものかしら？ 

 
支援制度や支援機関のこと

について知りたいわ 

 

病気休職者の職場復帰に

際して、注意する事はどん

なことかしら？ 

 
働きながらがんの治療

はできるだろうか…。 

《労働者》 

《産業保健スタッフ》 


